
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
節 

糖
業
事
情 

一 

明
治
初
期
の
状
況 

 

明
治
に
な
っ
て
か
ら
と
て
、
藩
・
県
の
財
政
が
急
に
好
転
す
る 

は
ず
は
な
か
っ
た
。
と
す
る
と
、
藩
・
県
の
財
政
に
大
き
な
比
重 

を
占
め
る
糖
業
に
つ
い
て
手
を
ゆ
る
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ 

た
。「
鹿
児
島
県
史
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

｢

三
年(

明
治)

三
月
十
九
日
会
計
局
申
告
に
よ
れ
ば
、
前
年
数
度
の
大 

風
の
為
に
三
島
・
沖
永
良
部
島
の
黍
作
は
著
し
く
損
害
を
蒙
り
、
大
島
は 

平
年
千
万
斤
の
産
糖
が
本
年
は
半
額
五
百
三
十
万
斤
程
に
減
少
し
、
他
の 

諸
島
は
未
だ
確
報
は
な
い
が
、
徳
之
島
二
百
八
十
万
斤
、
喜
界
島
八
十
万 

斤
位
と
の
風
評
で
、
三
島
合
せ
て
例
年
の
大
島
一
島
の
出
産
高
に
も
及
ば 

ず
。
加
之
当
年
は
外
国
産
黒
砂
糖
の
渡
来
の
た
め
相
場
が
著
し
く
下
落
し 

て
い
る
の
で
、
明
年
新
砂
糖
の
到
着
迄
の
間
の
繰
回
し
は
甚
だ
困
難
と
な 

り
、
新
砂
糖
の
到
着
を
俟
っ
て
返
金
の
予
定
で
あ
っ
た
藩
債
の
償
却
も
実 

行
覚
束
な
く
、
政
府
貸
下
の
合
札
の
年
賦
返
納
そ
の
他
の
支
出
も
莫
大
で
、 

                          

特
に
徴
兵
経
費
は
巨
額
に
上
っ
て
居
り
、
こ
の
ま
ま
に
進
め
ば
借
財
整
理 

は
お
ろ
か
、
或
は
再
び
銀
主
を
依
頼
し
借
財
を
加
重
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
も 

知
れ
ず
、
こ
こ
に
藩
財
政
は
殆
ん
ど
危
機
に
曝
さ
れ
た
…
…
。」 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
明
治
初
期
の
わ
が
沖
永
良
部
の
実 

情
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）、
戸
長 

職
に
あ
っ
た
土
持
政
照
氏
が
、
租
税
調
査
の
た
め
来
島
し
た
大
蔵 

省
役
人
に
提
出
し
た
文
書
の
控
え
「
大
蔵
省
御
官
員
様
御
方
へ
書 

出
留
」
か
ら
抜
粋
す
る
こ
と
に
す
る
。（
段
落
・
句
読
点
は
筆
者
） 

｢

島
中
黍
地
反
別
ノ
儀
、
人
々
諸
持
高
并
山
野
地
、
男
女
へ
割
掛
毎
年 

八
月
比コ

ロ

黍
横
目
回
村
、
作
見
舞
・
功
才
召
列ツ

レ
地
面
取
調
竿
人
致
シ
、
九 

十
月
比
ヨ
リ
鋤
拵
且
肥
土
等
持
連
ハ
セ
、
十
分
相
成
候
時
、
作
見
舞
・
功 

才
方
ヨ
リ
届
出
申
候
ヘ
ハ
、
戸
長
・
副
戸
長
・
黍
横
目
立
会
毎
坪
見
分
分 

致
シ
、
十
一
月
中
旪
比
ヨ
リ
砂
糖
惣
夫
立
為
致
黍
横
目
回
村
、
壹
ケ
村
へ 

上
中
下
三
段
相
並
候
場
所
へ
壹
畦
三
ケ
所
へ
伐
試
シ
致
シ
、
実
取
宜
敷
候 

ハ
ゞ
、
即
チ
ヨ
リ
為
打
立
翌
年
三
月
十
五
日
迄
日
限
相
究
製
糖
為
仕
候
。 

 

其
内
黍
穂
宜
敷
内
ヨ
リ
取
揃
置
、
二
月
中
惣
差
付
為
仕
済
次
第
作
見
舞 

ヨ
リ
届
申
出
候
ヘ
ハ
、
新
差
付
場
所
毎
ニ
付
何
反
何
畦
何
某
ト
作
人
名
前 

書
記
札
ヲ
為
立
。
戸
長
・
副
戸
長
・
黍
横
目
立
会
作
人
精
粗
ノ
見
分
致
シ
、 

四
月
中
壹
番
草
取
、
六
月
中
貳
番
草
取
九
月
中
三
番
草
取
為
仕
申
候
。 

 

尤
、
六
月
比
黍
ノ
草
葉
見
分
ト
シ
テ
御
詰
役
様
・
戸
長
・
副
戸
長
・
黍 

横
目
・
御
在
番
所
書
役
、
其
外
居
村
掟
・
作
見
舞
、
召
列
レ
黍
地
ノ
御
見 

分
有
之
候
ニ
付
、
前
広
毎
坪
反
別
書
記
、
作
人
何
某
ト
札
ヲ
為
立
置
候
ニ 
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付
、
反
別
ト
立
黍
ト
見
較
へ
見
賦
糖
何
拾
斤
ト
札
ノ
裏
へ
書
記
、
野
取
帳 

へ
書
写
シ
、
少
数
拾
ヒ
揚
ケ
島
中
惣
出
来
何
百
万
斤
ニ
相
及
ト
大
概
ノ
見 

常
ヲ
以
テ
予
算
申
上
候
得
ハ
保
護
会
社
（
明
治
二
年
版
籍
奉
還
の
際
藩
立 

の
保
護
会
社
を
設
立
し
、奄
美
諸
島
の
黒
糖
の
専
売
権
を
与
え
た
。四
年
、 

廃
藩
置
県
に
際
し
て
は
こ
れ
を
県
立
に
移
管
し
た
。）
船
賦
相
成
御
シ
方 

有
之
申
候
。 

 

尤
、
右
見
賦
糖
ヲ
以
テ
島
中
入
ノ
諸
品
併
侭
樽
調
文
仕
候
ヘ
ハ
、
樽 

木
・
底
蓋
・
帯
竹
相
添
差
下
サ
レ
候
ニ
付
、
御
詰
役
様
方
ハ
勿
論
島
役
々 

出
張
取
納
致
置
、
銘
々
出
来
糖
見
当
ヲ
以
テ
筆
子
掟
方
ニ
テ
印
形
帳
為
相 

認
、
御
在
番
所
ニ
テ
精
算
ノ
上
、
御
詰
役
様
井
戸
長
・
副
戸
長
・
黍
横
目
・ 

筆
子
・
掟
出
張
・
帳
面
通
無
親
疎
配
当
仕
候
ヘ
ハ
、
銘
々
受
取
ノ
上
樽
□ 

共
へ
樽
壹
挺
ニ
付
賃
米
八
合
宛
ニ
テ
為
詰
調
、
副
戸
長
・
作
見
舞
差
人
樽 

面
風
袋
等
見
分
致
シ
、
方
限
戸
長
ヨ
リ
以
下
作
見
舞
迄
官
名
相
記
シ
、
蓋 

底
并
包
拾
六
斤
ノ
焼
印
押
調
作
人
へ
渡
置
候
ヘ
ハ
、
追
々
砂
糖 

木
屋
へ 

持
行
砂
糖 

入
、
黍
横
目
・
作
見
舞
不
断
木
屋
へ
馳
回
り
、
砂
糖
合
ハ
勿 

論
火
ノ
用
心
其
外
無
始
末
無
之
様
諸
下
知
相
加
へ
、
剰
へ
砂
糖
入
樽
方
致 

シ
十
日
越
シ
御
在
番
所
へ
当
番
戸
長
取
次
ヲ
以
テ
御
届
申
上
候
ヘ
ハ
、
諸 

村
取
合
積
船
壹
艘
分
相
足
リ
候
時
、
作
主
へ
津
下
為
致
日
限
相
究
メ
掛
渡 

方
有
之
申
候
。 

 

其
時
モ
御
詰
役
様
御
壹
人
・
戸
長
壹
人
・
副
戸
長
壹
人
・
黍
横
目
三 

人
・
御
在
番
所
書
役
貳
人
・
筆
子
壹
人
・
其
外
掛
渡
相
成
、
村
々
掟
并
作 

見
舞
・
書
役
毎
樽
糖
位
見
分
致
シ
、
蓋
ノ
上
へ
見
分
ト
書
記
候
上
目
張
為 

致
、
黍
横
目
封
印
ニ
テ
船
頭
立
合
分
銅
例
ヲ
以
テ
掛
渡
相
成
申
候
。 

      

当
座
で
物
品
を
購
入
し
、
翌
春
の
砂
糖
で
仕
払
い
を
す
る
仕
組
み 

に
な
っ
て
い
た
）
明
治
六
年
の
産
糖
予
想
は
百
四
十
万
斤
、
こ
れ 

を
す
べ
て
未
払
い
分
に
あ
て
る
と
島
民
の
生
活
が
成
り
立
た
な
く 

な
る
。
そ
れ
で
明
治
六
年
、
物
品
代
は
三
ヵ
年
で
金
納
、
租
米
代 

糖
二
十
万
斤
余
は
金
納
に
し
て
も
ら
う
よ
う
与
人
土
持
政
照
が
鹿 

児
島
に
上
っ
た
。（
当
時
奄
美
諸
島
で
金
銭
は
使
用
さ
れ
て
い
な 

か
っ
た
の
で
、
金
納
を
願
い
出
す
と
い
う
の
は
解
釈
に
苦
し
む
。 

翌
七
年
二
月
以
降
の
金
銭
通
用
が
予
知
さ
れ
て
い
た
た
め
か
） 

 

し
か
し
、
県
と
し
て
も
財
政
が
苦
し
い
折
な
の
で
許
可
さ
れ
る 

は
ず
が
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
上
京
中
の
鹿
児
島
県
令
大
山
綱
良 

の
命
で
、
大
島
の
与
人
基
俊
良
と
と
も
に
上
京
し
た
。
幸
い
な
こ 

と
に
沖
永
良
部
流
謫
当
時
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
で
い
た
西
郷
隆 

盛
が
、
今
は
陸
軍
大
将
近
衛
都
督
兼
参
議
と
い
う
要
職
に
あ
っ
た 

の
で
、
彼
の
助
力
を
得
て
大
蔵
省
租
税
寮
と
交
渉
し
た
。
そ
の
結 

果
租
糖
は
そ
の
半
額
を
即
納
、
半
額
は
十
年
賦
で
金
納
、
保
護
会 

社
へ
の
物
品
代
六
分
は
棄
却
と
い
う
望
外
の
結
果
を
得
る
こ
と
が 

で
き
た
。
さ
ら
に
、
同
年
大
島
を
巡
視
し
た
県
令
は
、
島
民
の
余 

り
の
貧
し
さ
に
驚
き
、
残
り
四
分
も
免
除
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら 

し
て
、
土
持
政
照
は
単
に
沖
永
良
部
の
み
で
な
く
、
大
島
郡
民
全 

体
の
恩
人
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

尤
、
黍
横
目
壹
人
ハ
掛
占
方
、
壹
人
ハ
算
面
方
、
筆
子
壹
人
ハ
蔵
出
并 

蔵
入
方
、
掟
ハ
銘
々
居
村
帳
取
致
シ
、
作
見
舞
壹
人
ハ
作
人
名
揚
ケ
、
壹 

人
ハ
斤
目
付
、
壹
人
八
番
付
。
壹
人
ハ
究
合
方
、
戸
長
・
副
戸
長
ニ
ハ
糖 

位
見
分
其
外
諸
指
揮
方
へ
、
書
役
砂
糖
掛
渡
并
荷
作
格
護
ノ
儀
ハ
作
主
相 

弁
ニ
テ
別
段
出
夫
ニ
及
ヒ
不
申
、
船
々
積
入
ノ
節
ハ
御
詰
役
様
御
壹
人
、 

副
戸
長
壹
人
、
津
口
横
目
貳
人
、
目
指
壹
人
、
島
中
出
夫
ヲ
以
テ
船
頭
立 

会
積
人
掛
占
帳
面
ノ
儀
ハ
御
詰
役
様
御
證
印
ニ
テ
保
護
会
社
へ
御
仕
登
セ 

候
。」 

 

水
も
も
ら
さ
ぬ
監
視
監
督
体
制
で
あ
る
。
県
の
財
政
を
安
定
さ 

せ
る
た
め
に
は
、
奄
美
の
砂
糖
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ 

の
た
め
に
は
依
然
と
し
て
藩
政
時
代
の
法
式
が
固
守
さ
れ
た
の
で 

あ
る
。
ま
た
、
本
来
商
取
り
引
き
で
あ
る
べ
き
も
の
が
、
重
要
な 

公
務
と
し
て
行
わ
れ
た
の
も
藩
政
時
代
の
継
承
で
あ
る
。 

二 

島
民
の
負
債 

「
沖
永
良
部
沿
革
誌
」（
操
坦
勁
編
）
に
よ
れ
ば
、
沖
永
良
部 

は
い
ち
早
く
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
、
砂
糖
の
自
由
売
買
を 

許
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
直
ち
に
実
施
す
る
こ
と
は 

で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
保
護
会
社
に
対
す
る
物
品
代
糖 

百
四
十
六
万
斤
余
の
未
払
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
当
時
は 

       

し
か
し
、
こ
れ
も
一
時
の
恩
恵
で
あ
っ
て
低
収
入
・
高
物
価
へ 

島
民
は
全
国
的
な
相
場
を
知
ら
ず
、
知
っ
て
い
て
も
独
自
で
購
入 

販
売
の
途
が
な
か
っ
た
た
め
、
砂
糖
価
格
・
商
品
価
格
は
鹿
児
島 

商
人
の
言
い
な
り
で
あ
っ
た
。
独
立
経
済
制
に
よ
る
高
税
率
へ
例 

え
ば
家
屋
税
の
ご
と
き
は
昭
和
に
な
っ
て
も
全
国
平
均
の
四
倍
を 

負
担
し
て
い
た
。
明
治
四
十
三
年
五
月
二
十
七
日
の
鹿
児
島
新
聞 

に
は
「
大
島
郡
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
金
額
は
数
年
間
平
均
約
七 

十
万
円
、
国
庫
よ
り
同
郡
へ
支
出
す
る
金
額
は
約
十
万
円
な
り
と 

聞
く
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
驚
く
べ
き
高
金
利
と
、
毎
年
の
よ
う
に 

襲
っ
て
く
る
風
水
害
の
た
め
、
郡
民
は
そ
の
後
も
長
く
借
財
に
苦 

し
め
ら
れ
た
。 

 

三
十
六
年
八
月
二
十
一
・
二
十
二
日
の
鹿
児
島
新
聞
は
、
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
大
島
郡
民
、
目
下
負
ふ
所
の
債
務
百
万
円
を
下
ら
ず
。
而
し
て
之
が 

利
子
の
支
出
は
実
に
四
十
万
円
に
達
す
べ
し
、
僅
か
に
二
千
万
円
の
黒
糖
、 

三
万
端
の
紬
之
れ
の
み
に
依
て
生
計
を
支
持
し
、
如
上
の
利
子
を
支
払
ひ 

尚
は
進
ん
で
若
干
の
元
資
を
返
済
す
る
こ
と
豈
出
来
得
べ
き
計
算
な
ら
ん 

や
。
極
言
す
れ
ば
大
島
郡
民
は
実
に
借
金
に
依
て
生
れ
、
借
金
に
依
て
活 

き
、
借
金
に
よ
っ
て
死
す
る
も
の
の
、
則
ち
郡
民
の
生
命
は
一
に
繋
で
借 

金
に
在
り
と
称
す
る
も
敢
て
誣
言
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。（
八
月
二
十
一
日 

付
）」 
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「
大
島
郡
金
利
の
昂
貴
な
る
こ
と
殆
ど
驚
く
に
堪
へ
た
り
。
…
…
…
三
ヵ 

月
若
し
く
は
六
ヵ
月
間
の
貨
借
も
尚
年
利
三
割
を
支
払
は
ざ
る
べ
か
ら 

ず
。
例
え
ば
返
済
の
期
限
を
八
月
と
定
め
四
月
若
し
く
は
六
月
に
於
て
貸 

借
の
取
引
を
な
す
も
三
割
の
利
子
を
要
し
、
若
し
期
限
の
八
月
に
至
り
元 

本
を
返
済
し
能
は
ざ
る
も
の
は
更
に
利
子
を
本
金
に
加
へ
、
年
三
割
の
利 

子
と
別
に
月
二
分
五
厘
の
利
子
を
誅
求
せ
ら
れ
…
…
…
則
ち
百
万
円
の
負 

債
に
対
し
四
十
万
円
以
上
の
利
子
を
要
す
る
の
所
以
に
し
て
斯
く
昂
貴
の 

金
利
他
に
求
め
て
得
べ
け
ん
や
、
債
権
者
の
強
欲
も
此
に
至
り
て
極
ま
れ 

り
…
…
…
（
八
月
二
十
二
日
付
）」 

三 

政
府
の
糖
業
保
護 

 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
一
月
、
鹿
児
島
市
易
居
町
に
沖
永 

良
部
商
会
が
設
立
さ
れ
た
。
沖
永
良
部
に
支
店
を
置
き
、
産
糖
の 

交
易
に
従
事
し
た
。 

 

同
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
大
阪
で 

綿
糖
共
進
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
治
政
府
が
黒
糖
助
成
保 

護
に
乗
り
出
す
第
一
歩
で
あ
っ
た
。 

 

同
十
四
年
（
一
八
八
一
）、
旧
来
、
砂
糖
樽
の
風
袋
は
十
六
斤 

と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
厚
板
・
土
礫
等
で
こ
れ
を
三
十
斤
余
に 

も
す
る
悪
習
が
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
声
価
を
落
と
し
つ
つ
あ
っ
た 

      

述
べ
て
い
る
。 

 

「
…
…
…
旧
藩
制
中
、
殊
ニ
厳
制
ヲ
布
キ
以
テ
保
護
奨
励
ヲ
務
ム
。
故 

ニ
品
位
粗
悪
ナ
ラ
ス
、
産
糖
モ
亦
巨
額
ナ
リ
ト
ス
。
廃
藩
以
降
其
ノ
制
ヲ 

解
キ
、
一
旦
其
各
為
ス
所
ニ
任
セ
シ
ヨ
リ
産
糖
ハ
年
ヲ
逐
フ
テ
減
少
シ
、 

品
位
随
テ
粗
悪
ニ
陥
リ
、
之
カ
為
メ
闔こ

う

島
ノ
痕
弊
ヲ
来
シ
、
負
債
日
ヲ
逐 

ツ
テ
増
加
シ
、
遂
ニ
窮
困
ノ
域
ニ
沈
淪
セ
ン
ト
ス
。
…
…
…
今
ニ
シ
テ
之 

カ
回
復
ヲ
図
ラ
ス
ニ
ハ
数
年
ヲ
出
ス
シ
テ
又
救
フ
可
ラ
サ
ル
ノ
惨
状
ヲ
見 

ル
ニ
至
ラ
ン
…
…
…
。」 

 

も
は
や
、
藩
政
時
代
の
継
続
で
あ
る
強
制
労
働
で
は
功
を
奏
し 

な
い
時
代
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
納
支
庁 

長
は
多
方
面
に
わ
た
る
糖
業
振
興
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ 

た
。 

 

ま
ず
、
郡
を
五
農
区
（
沖
・
与
両
島
は
第
五
農
区
）
に
分
け
、 

各
区
に
受
け
持
ち
委
員
・
補
助
委
員
を
配
し
、勧
業
委
員
を
置
き
、 

戸
長
・
副
戸
長
と
協
力
し
て
糖
業
振
興
に
あ
た
ら
せ
た
。 

 

十
九
年
春
か
ら
、
砂
糖
の
品
質
を
勧
業
委
員
が
監
別
し
、
審
査 

証
を
貼
付

て
ん
ぷ

し
て
売
買
さ
せ
た
。 

 

同
年
七
月
、大
島
各
島
砂
糖
品
評
会
を
金
久
村（
現
名
瀬
市
内
） 

で
開
き
、
続
い
て
糖
業
集
談
会
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
島
民
自
身 

の
意
見
を
集
約
実
施
し
て
、
も
っ
て
砂
糖
の
増
産
と
品
質
の
向 

上
・
販
路
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

の
で
、
八
月
、
大
島
郡
長
は
樽た

る

詰
め
の
厳
正
、
斤
量
の
正
確
を
諭 

達
し
た
。 

 

同
十
五
年
（
一
八
八
二
）、
こ
の
年
か
ら
農
商
務
省
は
大
島
の 

糖
業
の
振
興
に
力
を
入
れ
始
め
た
。
す
な
わ
ち
吏
員
一
名
を
大
島 

に
派
遣
し
て
甘
蔗
栽
培
改
良
の
手
続
き
を
示
し
た
。
ま
た
、
宮
里 

正
静
を
讃
岐
式
甘
蔗
搾
汁
機
を
携
え
て
大
島
に
出
張
さ
せ
、
十
七 

年
ま
で
製
造
試
験
を
実
施
し
た
。
宮
里
は
引
き
続
き
大
島
島
庁
の 

吏
員
と
な
り
、
各
村
か
ら
伝
習
生
を
募
集
し
て
白
糖
お
よ
び
白
下 

糖
製
造
法
を
伝
授
し
た
。
し
か
し
同
機
械
は
大
型
に
過
ぎ
、
白
下 

糖
製
造
も
民
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

明
治
元
年
か
ら
こ
の
年
ま
で
の
沖
永
良
部
産
糖
高
は
年
平
均
百 

三
十
九
万
六
千
斤
（
千
以
下
切
り
捨
て
）、
喜
界
島
は
百
五
十
七 

万
三
千
斤
で
あ
る
。
藩
政
時
代
も
喜
界
島
の
産
糖
高
は
沖
永
良
部 

を
上
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

四 

糖
業
集
談
会
の
時
代 

 

県
は
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
月
、
郡
役
所
を
廃
し
て
大 

島
金
久
支
庁
を
置
き
、
支
庁
長
に
新
納
忠
三
を
任
命
し
て
糖
業
の 

振
興
を
図
っ
た
。
開
庁
に
際
し
て
の
告
諭
で
県
令
は
次
の
よ
う
に 

       

当
時
の
郡
は
、
藩
政
時
代
に
比
し
て
甘
蔗
畑
千
八
十
六
町
、
産 

糖
九
百
三
十
八
万
八
千
斤
を
減
じ
て
い
た
。
支
庁
の
目
標
は
藩
政 

時
代
の
水
準
を
回
復
し
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
上
回
る
こ
と
で
あ
っ 

た
。砂
糖
品
評
会
・
集
談
会
も
そ
の
た
め
の
施
策
の
一
つ
で
あ
り
、 

そ
の
他
、
勧
農
申
合
規
約
を
設
け
る
。
施
肥
培
養
法
・
糖
業
器
具 

の
改
良
を
図
る
な
ど
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
集
談
会
で 

は
、
旧
藩
制
に
な
ら
っ
て
甘
蔗
畑
を
人
口
に
割
り
あ
て
、
二
年
後 

に
は
藩
政
時
代
に
务
ら
ぬ
産
糖
高
を
得
る
こ
と
を
期
し
た
。 

 

一
方
、
当
時
の
郡
民
は
多
額
の
借
財
が
あ
り
、
そ
の
返
済
は
大 

き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
砂
糖
の
増
産
は
急
務
で
あ 

り
、
増
産
の
た
め
に
は
製
糖
器
械
の
改
良
が
必
要
で
あ
っ
た
。
と 

こ
ろ
が
郡
民
に
そ
の
資
金
を
拠
出
す
る
力
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な 

い
。
新
納
支
庁
長
は
政
府
と
折
衝
し
た
結
果
、
十
一
月
に
十
万
円 

か
交
付
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
製
糖
器
械
の
年
賦
払
い
下 

げ
を
実
施
し
た
。
こ
れ
が
、
政
府
が
郡
糖
業
の
た
め
に
金
を
出
し 

た
最
初
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
年
に
は
一
つ
の
事
件
が
あ
っ
た
。
新
納
の
罷
免
が 

そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
鹿
児
島
糖
商
が
扱
う
商
品
の
高
価
格
と
、
貸 

付
け
金
の
超
高
利
を
怒
り
、
そ
れ
に
対
す
る
島
民
の
「
今
日
全
郡 

金
六
拾
万
余
円
ノ
負
債
ヲ
荷
フ
ハ
元
品
物
ノ
高
価
ナ
ル
ト
不
当
ノ 
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利
息
ヲ
負
ハ
セ
ラ
レ
シ
ト
ニ
依
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
今
更
之
レ
ヲ
返
済 

ス
ベ
キ
ノ
義
務
ナ
キ
ナ
リ
。
結
局
ハ
法
廷
ノ
明
裁
ヲ
仰
グ
ニ
如
力 

ズ
」（
浜
上
謙
翠
編
「
大
島
郡
状
態
書
」）
と
す
る
訴
訟
の
頻
発
、 

人
心
の
荒
廃
を
憂
え
た
。
そ
の
解
決
の
た
め
の
大
阪
の
豪
商
阿
部 

彦
太
郎
と
計
り
、
大
島
に
出
張
店
を
設
け
て
砂
糖
の
売
買
に
従
事 

さ
せ
、
低
利
融
資
の
途
を
開
こ
う
と
し
た
が
、
十
二
月
突
如
と
し 

て
罷
免
さ
れ
た
。 

 

明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）、
阿
部
は
保
護
者
を
失
っ
た
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
計
画
ど
お
り
名
瀬
に
進
出
し
て
阿
部
組
と
称
す
る 

商
会
を
開
設
し
た
。
島
民
は
当
然
こ
れ
を
歓
迎
し
た
が
、
県
の
支 

援
を
受
け
た
鹿
児
島
商
人
と
阿
部
組
の
対
立
は
激
化
し
、
刻
々
不 

穏
な
情
勢
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
状
況
下
の
四
月
、
県
令
第
三
九
号
を
も
っ
て
「
大 

島
糖
業
組
合
規
則
」
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に
藩
政
時
代
を
思 

わ
せ
る
強
圧
的
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
砂
糖
を
売
買
す
る
も
の 

は
す
べ
て
支
庁
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
こ 

と
な
ど
が
問
題
で
あ
っ
た
。
県
は
阿
部
組
を
認
可
せ
ぬ
こ
と
に 

よ
っ
て
大
島
か
ら
排
除
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
郡
民
の
反
応
は
「
三
十
九
号
ノ
県
令
ハ
藩
代
ノ 

圧
制
主
義
ヲ
継
ギ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
人
民
ノ
自
由
ヲ
束
縛
ス
ル
モ 

      

上
、
農
事
の
改
良
を
図
る
な
ど
自
主
的
な
施
策
が
続
け
ら
れ
た
。 

 

二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
明
治
十
五
年
以
降
、
製
糖
改
良
試 

験
の
た
め
、
度
々
農
商
務
省
吏
員
が
製
糖
器
械
を
携
え
て
大
島
に 

出
張
し
た
。
県
は
こ
れ
の
貸
与
を
受
け
て
生
産
者
の
参
考
に
供
し 

て
き
た
が
、
こ
の
年
、
す
べ
て
払
い
さ
げ
を
受
け
て
篤
志
者
の
使 

用
に
供
し
た
。 

 

二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
二
月
、
臨
時
集
談
会
で
甘
蔗
作
と 

製
糖
を
分
離
し
、
適
当
な
場
所
を
選
定
し
て
製
糖
器
械
を
設
置
す 

る
こ
と
を
支
庁
に
出
願
し
た
。 

 

二
十
五
年
、
六
月
の
臨
時
集
談
会
で
甘
蔗
栽
培
の
試
験
所
の
件 

を
議
決
し
て
金
久
に
設
置
せ
し
め
た
。 

 

農
林
省
お
よ
び
県
は
糖
業
改
良
の
た
め
技
師
各
一
名
を
大
島
に 

派
遣
、
支
庁
も
香
川
・
宮
崎
な
ど
か
ら
技
術
者
を
招
き
、
翌
二
十 

六
年
の
製
糖
期
か
ら
大
が
か
り
な
改
良
事
業
を
実
施
し
た
。 

 

二
十
六
年
、
十
一
月
の
郡
集
談
会
で
、
そ
の
下
部
祖
織
と
し
て 

各
字
に
農
事
会
を
設
置
し
、
集
談
会
の
議
定
事
項
を
実
施
さ
せ
る 

こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
砂
糖
樽
が
粗
製
乱
造
と
な
り
中
央
市
場
で 

不
評
判
な
の
で
樽
の
自
家
製
を
禁
じ
、
樽
製
造
人
を
選
定
し
て
一 

定
の
寸
法･ 

量
目
に
よ
っ
て
製
造
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。 

 

二
十
七
年
七
月
、
鹿
児
島
糖
商
組
合
お
よ
び
県
商
工
会
議
所
は 

ノ
ト
為
シ
、
大
ニ
之
ヲ
嫌
厭
シ
、
島
民
常
ニ
云
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、 

藩
政
ノ
干
渉
ハ
藩
庫
ヲ
充
ス
為
ナ
リ
、
大
山
県
令
ノ
干
渉
ハ
商
店 

ヲ
飽
カ
シ
メ
ン
為
ナ
リ
、
三
十
九
号
ノ
県
令
ハ
商
社
ヲ
利
セ
ン
為 

ナ
リ
」（
大
島
郡
状
態
書
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
支
庁 

に
勤
め
て
い
た
麓
純
則
は
、
人
民
保
護
の
任
に
あ
た
る
べ
き
知
事 

が
商
人
と
結
託
し
て
、
人
民
の
生
産
品
販
売
の
自
由
を
拘
束
す
る 

の
は
越
権
違
法
行
為
で
あ
る
と
の
建
白
書
を
出
し
て
辞
職
、
全
郡 

的
な
第
三
九
号
撤
廃
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
後
、
麓
は
県
会
議 

員
に
当
選
し
て
陳
情
を
続
け
、
翌
二
十
一
年
に
は
要
求
を
貫
徹
す 

る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

二
十
一
年
（
一
八
八
八
）、
こ
の
年
度
か
ら
大
島
郡
は
県
か
ら 

独
立
経
済
と
な
り
、
昭
和
十
五
年
度
ま
で
続
い
た
。
独
立
経
済
と 

は
簡
単
に
言
え
ば
、
国
か
ら
の
補
助
は
別
と
し
て
、
大
島
郡
の
財 

政
は
郡
民
の
税
金
で
も
っ
て
ま
か
な
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の 

で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
郡
の
糖
業
の
み
な
ら
ず
産
業
・
経
済
そ 

の
他
の
面
に
わ
た
っ
て
郡
の
発
展
を
阻
害
す
る
一
大
要
因
と
な
っ 

た
。 

 

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
在
来
の
甘
蔗
よ
り
優
れ
た
読
谷
山
種
が
漸
次 

普
及
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
毎
年
砂
糖
品
評
会
、
引
き
続
い
て
農 

事
集
談
会
を
金
久
で
開
催
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な
り
、
品
質
の
向 

      

左
記
の
旨
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
し
た
。 

 

県
下
の
製
糖
総
高
は
、
大
島
六
万
、
永
良
部
一
万
八
千
、
喜
界 

二
万
五
千
、
徳
之
島
三
万
五
千
、
与
論
三
千
五
百
、
種
子
島
一
万 

三
千
、
桜
島
八
千
樽
、
そ
の
他
七
百
五
十
樽
、
計
十
六
万
九
千
二 

百
五
十
樽
で
あ
る
。
そ
の
価
格
は
、
従
前
は
沖
縄
よ
り
高
か
っ
た 

の
に
今
で
は
逆
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
県
の
砂
糖
が
粗 

製
乱
造
な
う
え
、
量
目
が
不
同
で
、
樽
に
生
木
を
使
っ
て
い
る
た 

め
で
あ
る
。
県
の
特
産
物
の
声
価
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず 

砂
糖
樽
の
改
良
が
急
務
で
あ
る
。
樽
木
は
必
ず
製
糖
季
節
六
ヵ
月 

以
前
に
切
っ
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
、
樽
の
重
量
は
縄
込
み
十 

六
斤
を
越
え
な
い
こ
と
、
一
樽
の
正
味
は
百
三
十
五
斤
以
上
と
定 

め
る
こ
と
等
を
規
定
せ
ら
れ
る
よ
う
希
望
す
る
。 

 

明
治
中
期
以
降
、
県
の
糖
業
は
輸
入
糖
に
よ
る
圧
迫
、
沖
縄
糖 

の
進
出
等
の
問
題
が
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
年
の
末
、
大 

島
郡
代
表
者
が
農
商
務
・
大
蔵
両
大
臣
に
対
し
、租
税
改
正
の
際
、 

外
糖
に
対
す
る
付
加
税
率
を
三
割
以
上
と
す
る
よ
う
陳
情
し
た
。 

 

二
十
八
年
、
今
年
度
以
降
、
砂
糖
樽
は
法
的
に
規
正
さ
れ
る
よ 

う
に
な
っ
た
。 

 

八
月
、
郡
勧
業
委
員
規
程
を
定
め
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
毎
戸
長 

役
場
区
域
に
勧
業
委
員
一
名
を
置
き
、
農
事
・
植
林
等
を
つ
か
さ 
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ど
ら
し
め
、
特
に
砂
糖
樽
お
よ
び
荷
造
り
・
製
糖
・
売
買
に
あ
た 

ら
せ
た
。 

 

明
治
十
八
年
か
ら
三
十
年
ま
で
の
十
三
年
間
の
年
産
糖
高
の
平 

均
は
沖
永
良
部
百
八
十
五
万
四
千
斤
、
喜
界
百
九
十
三
万
二
千
斤 

で
あ
る
。
こ
れ
を
明
治
元
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
平
均
に
比
べ
る 

と
、
沖
永
良
部
は
四
十
五
万
八
千
斤
、
喜
界
は
三
十
五
万
九
千
斤 

の
増
収
で
あ
る
。
総
高
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
喜
界
が
上
位
に 

あ
る
も
の
の
、
そ
の
差
は
十
七
万
七
千
斤
か
ら
七
万
八
千
斤
と
縮 

少
し
て
い
る
。 

五 

郡
農
会
と
模
範
場
の
時
代 

 

三
十
一
年（
一
八
九
八
）、時
の
県
知
事
は
加
納
久
宜
で
あ
っ
た
。 

彼
は
勧
農
知
事
と
も
称
さ
れ
た
人
で
、
県
民
の
自
発
性
に
待
つ
と 

い
う
よ
り
、
積
極
的
な
陣
頭
指
揮
と
干
渉
に
よ
っ
て
県
の
農
業
を 

飛
躍
的
に
発
展
せ
し
め
た
人
で
あ
る
。 

 

四
月
以
降
、
彼
が
大
島
郡
振
興
策
と
し
て
実
施
し
た
の
は
次
の 

よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

(一) 

農
事
集
談
会
を
解
散
し
、
郡
農
会
と
二
十
二
の
方
農
会
を 

組
織
し
た
。 

      

布
木
名
村
に
、
沖
永
良
部
支
場
を
和
泊
村
に
置
い
た
。
ま
た
、
同 

月
か
ら
、
郡
糖
業
奨
励
規
則
に
よ
り
、
甘
蔗
競
作
会
・
肥
料
品
評 

会
・
製
糖
審
査
会
に
奨
励
金
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

ま
た
、
農
事
巡
回
教
師
十
一
名
、
糖
業
教
授
人
二
十
二
名
を
配 

し
糖
業
巡
回
講
話
の
制
度
を
設
け
た
。 

 

糖
業
模
範
場
の
事
業
と
し
て
は
糖
業
伝
習
生
の
養
成
も
あ
っ 

た
。
伝
習
生
は
甲
種
・
乙
種
に
分
け
、
甲
種
は
農
学
校
も
し
く
は 

乙
種
伝
習
卒
業
生
を
対
象
と
し
た
。
乙
種
養
成
は
三
十
五
年
度
か 

ら
、
甲
種
は
三
十
六
年
度
か
ら
実
施
し
た
。
乙
種
養
成
の
事
業
は 

後
に
糖
業
改
良
事
務
局
・
糖
業
試
験
場
へ
と
引
き
継
が
れ
、
大
正 

八
年
ま
で
に
五
百
五
十
一
名
を
出
し
た
。
内
、
三
十
名
以
上
を
出 

し
た
の
は
笠
利
村
（
三
十
六
）、
和
泊
村
（
五
十
五
）、
知
名
村
（
九 

十
五
）
の
三
村
の
み
で
沖
永
良
部
は
全
体
の
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト 

を
占
め
て
い
る
。 

 

三
十
六
年
四
月
、
鹿
児
島
商
工
会
議
所
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
の 

建
議
書
を
各
大
臣
に
提
出
し
た
。 

 

黒
糖
は
鹿
児
島
・
沖
縄
両
県
の
特
産
物
で
あ
る
が
、
消
費
税
法 

実
施
の
結
果
、
両
県
の
糖
業
者
は
重
税
に
苦
し
み
、
だ
ん
だ
ん
輸 

入
糖
に
押
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
統
計
表
で
み
る
と
両
県
の
黒
糖 

生
産
高
は
年
七
千
五
百
六
十
万
斤
、
代
価
三
百
七
十
八
万
円
に
対 

 

(二) 

三
十
一
・
三
十
二
年
は
金
久
で
、
そ
れ
以
降
は
各
島
で
砂 

糖
品
評
会
を
開
催
し
た
。 

 

(三) 

各
農
会
に
試
験
田
畑
・
堆
肥
場
・
改
良
農
具
等
を
付
属
さ 

せ
て
、
一
般
農
民
の
耕
作
の
標
準
と
し
た
。 

 

(四) 

島
庁
に
勧
業
課
を
置
き
、
そ
の
課
長
に
警
察
課
長
を
あ
て 

た
。
各
戸
長
を
方
農
会
長
に
、
勧
業
委
員
を
農
会
幹
事
に
、
村
会 

議
員
を
農
会
議
員
と
し
た
。 

 

三
十
三
年
、
徳
之
島
で
、
三
十
四
年
、
喜
界
で
、
三
十
五
年
、 

古
仁
屋
で
、
三
十
六
年
、
沖
永
良
部
で
郡
農
会
、
砂
糖
お
よ
び
そ 

の
他
の
重
要
物
産
の
品
評
会
が
開
か
れ
た
。 

 

三
十
四
年
六
月
、
重
要
物
産
同
業
組
合
法
に
基
づ
い
て
大
島
砂 

糖
同
業
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。
砂
糖
樽
の
風
袋
十
六
斤
、
正
味
百 

二
十
五
斤
、
計
百
四
十
一
斤
と
す
る
従
来
の
定
式
が
乱
れ
、
結
局 

は
生
産
者
の
損
失
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
同
業
組
合
の
事
業
と
し 

て
風
袋
製
品
の
検
査
を
励
行
し
た
。
そ
の
た
め
、
中
央
市
場
で
の 

信
用
は
回
復
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
一
方
、
砂
糖
消
費
税
法
施
行
の 

た
め
百
斤
に
つ
き
一
円
を
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
砂
糖
価
格 

は
低
落
の
傾
向
に
あ
っ
た
。 

 

三
十
五
年
七
月
、
大
島
糖
業
模
範
場
を
金
久
村
に
、
瀬
戸
内
支 

場
を
篠
川
村
に
、
喜
界
島
支
場
を
早
町
村
に
、
徳
之
島
支
場
を
阿 

      

し
、
税
金
は
実
に
七
十
五
万
六
千
円
の
多
額
に
上
っ
て
い
る
。
こ 

の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
両
県
の
糖
業
は
つ
い
に
全
滅
し
て
外
糖
の
輸 

入
を
導
く
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
情
調
査
の
う
え
、
同
法
の
改 

正
を
決
行
さ
れ
た
い
。 

 

六
月
、
前
年
の
競
作
会
・
品
評
会
・
審
査
会
の
ほ
か
に
、
模
範 

共
同
製
糖
場
、
甘
蔗
栽
培
地
開
墾
に
も
奨
励
金
を
出
す
こ
と
に 

な
っ
た
。 

 

八
月
、
鹿
児
島
新
聞
の
「
大
島
郡
名
瀬
通
信
」
の
記
事
に
「
当 

地
の
金
融
界
、
砂
糖
は
消
費
税
の
為
め
に
下
落
し
、
紬
は
時
局
の 

影
響
を
受
け
て
下
落
し
、金
融
逼
迫
の
状
、名
状
す
る
の
辞
な
し
」 

と
あ
る
。 

 

三
十
七
年
十
月
、
戸
長
・
郡
農
会
と
砂
糖
同
業
組
合
代
表
者
等 

の
連
合
協
議
会
で
三
十
八
年
糖
か
ら
共
同
販
売
を
試
み
る
こ
と
を 

決
議
し
た
。
砂
糖
は
農
民
が
よ
り
有
利
と
思
う
所
を
自
由
に
選
ん 

で
販
売
す
る
と
い
う
の
が
た
て
ま
え
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
糖
商 

の
数
が
少
な
く
、
協
議
し
て
低
価
格
で
し
か
講
入
し
な
い
た
め
、 

こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。 

 

三
十
八
年
三
月
、
大
島
糖
業
模
範
場
の
瀬
戸
内
・
喜
界
・
沖
永 

良
部
支
場
が
廃
止
さ
れ
た
。 

 

こ
の
年
か
ら
、
金
融
機
関
と
し
て
の
浪
速
銀
行
の
、
汽
船
の
増 
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便
と
い
う
条
件
を
得
て
、
四
十
年
ま
で
の
三
年
間
、
大
島
郡
農
会 

砂
糖
同
業
組
合
に
よ
る
大
阪
市
場
へ
の
共
同
試
売
を
実
施
し
た
。 

そ
の
結
果
、
生
産
者
は
一
樽
に
つ
き
一
円
の
増
収
と
な
っ
た
。 

 

八
月
、
模
範
肥
料
製
造
所
建
設
に
も
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と 

に
な
っ
た
。 

 

三
十
八
・
三
十
九
年
度
に
模
範
場
か
ら
読
谷
山
種
苗
を
配
付 

し
、
大
正
八
年
ま
で
に
二
百
二
十
八
万
余
本
を
配
布
し
た
。 

 

三
十
一
年
か
ら
三
十
九
年
ま
で
の
う
ち
、
沖
永
良
部
産
糖
高
の 

判
明
し
て
い
な
い
三
十
四
年
か
ら
三
十
七
年
ま
で
を
除
く
五
ヵ
年 

の
統
計
に
よ
る
と
、沖
永
良
部
は
年
平
均
二
百
五
十
二
万
八
千
斤
、 

喜
界
は
二
百
七
十
八
万
七
千
斤
。
こ
れ
を
十
八
年
か
ら
三
十
年
ま 

で
と
比
べ
る
と
、
沖
永
良
部
は
六
十
七
万
四
千
斤
、
喜
界
は
八
十 

五
万
八
千
斤
の
増
収
と
な
っ
て
い
る
。
依
然
と
し
て
喜
界
が
上
位 

で
、
し
か
も
そ
の
差
は
七
万
八
千
斤
か
ら
、
二
十
五
万
九
千
斤
と 

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
沖
永
良
部
で
ゆ 

り
栽
培
が
始
ま
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
。 

六 

糖
業
改
良
事
務
局
と
販
売
組
合 

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
、
七
島
糖
業
模
範
場
が
廃
止 

      

徴
す
る
も
殆
ん
ど
其
例
を
見
ざ
る
処
に
有
之
候
…
…
」 

 

こ
れ
を
契
機
と
し
て
和
泊
村
は
「
砂
糖
消
費
税
記
念
会
」
を
設 

け
、
砂
糖
生
産
額
に
応
じ
て
貯
金
を
な
さ
し
め
、
そ
れ
で
も
っ
て 

肥
料
・
種
苗
お
よ
び
改
良
農
具
の
購
入
、
改
良
製
精
舎
建
築
用
材 

の
購
入
、
負
債
返
却
の
た
め
の
貸
与
等
に
活
用
し
た
。 

 

同
四
十
三
年
「
大
島
郡
製
糖
改
良
器
具
機
械
購
入
補
助
規
程
」 

に
よ
り
、
牛
馬
用
は
直
径
一
尺
六
寸
以
上
、
水
車
用
は
一
尺
二
寸 

以
上
の
鉄
車
製
糖
圧
搾
器
購
入
者
に
価
格
の
三
分
の
一
以
内
の
補 

助
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
正
八
年
ま
で
に
補
助
購
入 

し
た
台
数
は
五
百
七
十
二
。
五
十
台
以
上
を
購
入
し
た
の
は
喜
界 

村
百
七
十
六
、
鎖
西
村
八
十
一
、
和
泊
村
六
十
五
、
知
名
村
九
十 

二
、
与
論
村
七
十
三
の
五
村
で
あ
っ
た
。
沖
永
良
部
計
百
五
十
七 

は
全
体
の
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。 

 

こ
の
年
、
販
売
組
合
を
信
用
販
売
購
買
組
合
と
改
称
し
、
共
同 

購
入
も
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
同
組
合
は
在
庫
糖
を
出
荷
す 

る
た
め
の
船
舶
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
汽
帄
船
奄
美
丸
百
二
十 

一
ト
ン
を
購
入
し
た
。 

 

島
庁
事
業
と
し
て
は
、
廐

き
ゆ
う

肥ひ

・
緑
肥
等
の
み
を
使
用
し
た
畑 

と
そ
れ
に
販
売
肥
料
を
併
用
し
た
畑
を
各
村
に
設
け
、
甘
蔗
栽
培 

の
実
験
を
し
た
。
大
正
七
年
ま
で
の
結
果
に
よ
り
、
販
売
肥
料
代 

さ
れ
、
本
局
を
沖
縄
に
置
く
糖
業
改
良
事
務
局
の
大
島
出
張
所
が 

設
置
さ
れ
た
。 

 

七
月
、
産
業
組
合
法
に
よ
り
大
島
郡
販
売
組
合
が
設
置
さ
れ
、 

砂
糖
の
共
同
委
託
販
売
は
同
組
合
の
継
続
事
業
と
な
っ
た
。 

 

十
月
、
糖
業
改
良
事
務
局
を
通
し
て
、
郡
販
売
組
合
に
砂
糖
貯 

蔵
庫
建
築
費
と
し
て
年
額
七
千
二
百
円
あ
て
五
ヵ
年
の
国
庫
補
助 

を
請
願
し
て
こ
の
月
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
四
十
四
年
度
ま
で 

に
三
十
棟
の
貯
蔵
庫
が
建
造
さ
れ
た
。
沖
永
良
部
で
は
四
十
年
和 

泊
に
、
四
十
二
年
与
和
に
、
四
十
三
年
知
名
に
、
四
十
四
年
沖
泊 

に
各
一
棟
が
完
成
し
た
。 

 

十
二
月
、砂
糖
積
み
降
ろ
し
に
不
便
な
沖
泊
の
道
路
を
改
修
し
、 

牛
馬
で
運
搬
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
島
尻
海
岸
に
十
八
坪 

の
郡
販
売
組
合
倉
庫
を
建
設
し
た
。 

 

同
四
十
二
年
三
月
、
砂
糖
消
費
税
一
部
改
正
の
結
果
、
そ
の
引 

き
下
げ
が
実
現
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
時
の
和
泊
村
長
土
持 

綱
安
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
「
仮
り
に
本
村
本
年
度
の
産
糖
高
を
予
想
通
り
一
万
二
千
五
百 

四
十
挺
と
せ
ば
、
無
慮
一
万
五
千
百
六
十
二
円
五
十
銭
の
余
裕
を 

生
じ
、
之
を
現
在
の
戸
数
千
六
百
戸
に
割
当
れ
ば
実
に
一
戸
平
均 

九
円
七
十
二
銭
五
厘
に
当
り
申
候
。
斯
く
の
如
き
は
之
を
既
往
に 

      

を
計
算
に
入
れ
て
も
そ
れ
を
併
用
し
た
方
が
農
家
の
増
収
に
な
る 

こ
と
を
実
証
し
た
。 

 

当
時
の
状
況
を「
鹿
児
島
新
聞
」は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
砂
糖
を
買
ひ
入
れ
る
に
三
個
の
勢
力
あ
り
。
一
は
大
島
販
売 

組
合
、一
は
鹿
児
島
商
人
、一
は
鈴
木
阿
部
等
の
横
浜
商
人
之
れ
、 

（
中
略
）
…
…
今
の
処
、
阿
部
鈴
木
等
は
損
失
を
受
け
つ
つ
あ
る 

も
、
一
旦
手
を
出
し
た
る
騎
虎
の
勢
ひ
意
地
づ
く
に
て
対
戦
す
る 

も
の
、
或
は
手
を
引
く
の
遠
か
ら
ず
や
も
知
れ
ず
と
伝
ふ
る
者
あ 

る
も
、
事
実
奈
何
に
や
。 

 

島
民
全
体
が
、内
地
商
人
に
負
ふ
の
債
、明
治
三
十
二
年
に
は
、 

八
十
万
六
千
五
百
二
円
の
多
額
な
り
し
が
、明
治
四
十
一
年
に
は
、 

五
十
八
万
六
千
百
二
十
一
円
に
減
少
す
。
こ
れ
取
り
も
直
さ
ず
、 

大
島
郡
民
生
活
状
態
の
改
善
也
。
我
は
、
之
を
祝
す
。 

 

同
郡
砂
糖
の
産
額
約
二
千
万
斤
、価
額
約
六
十
七
万
円
に
上
る
。 

砂
糖
は
大
島
の
生
命
な
り
、
郡
治
の
挙
が
る
と
否
と
は
、
実
に
糖 

業
政
策
の
奈
何
に
よ
っ
て
存
す
。」（
五
月
二
十
四
日「
大
島
雑
感
」） 

 

以
上
、
糖
業
改
良
事
務
局
の
時
代
、
す
な
わ
ち
四
十
年
か
ら
四 

十
四
年
ま
で
の
五
ヵ
年
間
の
年
平
均
産
糖
高
は
、
沖
永
良
部
三
百 

三
十
七
万
四
千
斤
、
喜
界
三
百
四
十
四
万
四
千
斤
、
こ
れ
を
三
十 

一
年
か
ら
三
十
九
年
ま
で
に
比
べ
る
と
沖
永
良
部
は
八
十
四
万
七 
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千
斤
、
喜
界
は
六
十
五
万
七
千
斤
の
増
収
で
あ
る
。
依
然
と
し
て 

喜
界
が
上
位
で
あ
る
が
、
そ
の
差
は
二
十
五
万
九
千
斤
か
ら
七
万 

斤
へ
と
大
幅
に
縮
少
し
て
い
る
。 
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